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資料番号  ：KK6 添-2-062-1 (比較表)改 1 

Ⅵ-2-別添 2-1 溢水防護に係る施設の耐震計算の方針 

 

1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 6 号）（以下「技術基準規則」とい

う。）」第 12 条及び第 54 条並びに「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

に適合する設計とするため，Ｖ-1-1-9「発電用原子炉

Ｖ-1-1-9-3

「溢水評価条件の設定」にて耐震性を有することから

溢水源として設定しないとした耐震Ｂ，Ｃクラス機器

（以下「耐震Ｂ，Ｃクラス機器」という。）及び耐震

Ｃクラス機器で工事計画の基本設計方針に示す浸水

防護施設の主要設備リストに記載のない浸水防護施

設（以下「溢水防護に係る施設」という。）が，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有するこ

とを確認するための耐震計算方針について説明する

ものである。耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係

る施設への基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐

震性の要求は，技術基準規則の第 5 条及び 50 条の対

象ではない。 

 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の具体的な計算の方法及び結

果は，Ｖ-2-別添 2-2「溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラ

ス機器の耐震計算書」に，溢水防護に係る施設のうち

循環水系隔離システム，タービン補機冷却海水系隔離

システム（以下「漏えい検出器」という。），復水器

水室出入口弁及びタービン補機冷却海水ポンプ吐出

弁の具体的な計算の方法及び結果は，Ｖ-2-別添 2-4

「循環水系隔離システムの耐震計算書」，Ｖ-2-別添

2-5「復水器水室出入口弁の耐震性についての計算

書」，Ｖ-2-別添 2-6「タービン補機冷却海水系隔離シ

ステムの耐震計算書」及びＶ-2-別添 2-7「タービン補

機冷却海水ポンプ吐出弁の耐震性についての計算書」

に示すとともに，動的地震力の水平２方向及び鉛直方

向の組合せに対する各設備の影響評価結果は，Ｖ-2-

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 6 号）（以下「技術基準規則」とい

う。）」第 12 条及び第 54 条並びに「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

に適合する設計とするため，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉

施設の溢水防護に関する説明書」のうちⅥ-1-1-9-3

「溢水評価条件の設定」にて耐震性を有することから

溢水源として設定しないとした耐震Ｂ，Ｃクラス機器

（以下「耐震Ｂ，Ｃクラス機器」という。）及び耐震

Ｃクラス機器で工事計画の基本設計方針に示す浸水

防護施設の主要設備リストに記載のない浸水防護施

設（以下「溢水防護に係る施設」という。）が，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有するこ

とを確認するための耐震計算方針について説明する

ものである。耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係

る施設への基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐

震性の要求は，技術基準規則の第 5 条及び 50 条の対

象ではない。 

 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の具体的な計算の方法及び結

果は，Ⅵ-2-別添 2-2「溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラ

ス機器の耐震性についての計算書」に，溢水防護に係

る施設のうち循環水系隔離システム，タービン補機冷

却海水系隔離システム（以下「漏えい検出器」とい

う。），復水器水室出入口弁及びタービン補機冷却海

水ポンプ吐出弁の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ

-2-別添 2-4「循環水系隔離システムの耐震性につい

ての計算書」，Ⅵ-2-別添 2-5「復水器水室出入口弁の

耐震性についての計算書」，Ⅵ-2-別添 2-6「タービン

補機冷却海水系隔離システムの耐震性についての計

算書」及びⅥ-2-別添 2-7「タービン補機冷却海水ポン

プ吐出弁の耐震性についての計算書」に示すととも

に，動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せに

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6号機は 7号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

・記載の適正化 

（図書番号相違による差異。以下同様。） 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（島根 2 号機は「Ｂ，Ｃクラス機器」，6 号機は「耐震

Ｂ，Ｃクラス機器」と記載している。以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（参照文書名反映） 

【島根との差異】 

・設備構成の差異  

（6 号機は「大型タンク隔離システム」，「燃料プール冷

却系弁閉止システム」，「被水防護カバー」，「通水扉」を

設置していない。） 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

 

 



 

2 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

  

  

 

別添 2-3「溢水防護に係る施設の水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，止水性

の維持を期待する床ドレンライン浸水防止治具，貫通

部止水処置の耐震性については，評価対象が同一であ

るＶ-2-10-2-4-1「床ドレンライン浸水防止治具の耐

震性についての計算書」及びＶ-2-10-2-4-2「貫通部

止水処置の耐震性についての計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

なお，主要設備リストに記載する浸水防護に係る浸

水防護施設となる閉止板，水密扉，水密扉付止水堰及

び止水堰の基本方針書を，Ｖ-2-1-9「機能維持の基本

方針」に示し，その耐震性についての計算書をＶ-2-

10-2-2-1「取水槽閉止板の耐震性についての計算書」，

Ｖ-2-10-2-3-1「水密扉の耐震性についての計算書」，

Ｖ-2-10-2-3-2「水密扉付止水堰の耐震性についての

計算書」及びＶ-2-10-2-3-3「止水堰の耐震性につい

ての計算書」に示す。 

対する各設備の影響評価結果は，Ⅵ-2-別添 2-3「溢水

防護に係る施設の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，止水性

の維持を期待する床ドレンライン浸水防止治具，貫通

部止水処置の耐震性については，評価対象が同一であ

るⅥ-2-10-2-4-1「床ドレンライン浸水防止治具の耐

震性についての計算書」及びⅥ-2-10-2-4-2「貫通部

止水処置の耐震性についての計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

なお，主要設備リストに記載する浸水防護に係る浸

水防護施設となる閉止板，水密扉，水密扉付止水堰及

び止水堰の基本方針書を，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本

方針」に示し，その耐震性についての計算書をⅥ-2-

10-2-2-1「取水槽閉止板の耐震性についての計算書」，

Ⅵ-2-10-2-3-1「水密扉の耐震性についての計算書」，

Ⅵ-2-10-2-3-2「水密扉付止水堰の耐震性についての

計算書」及びⅥ-2-10-2-3-3「止水堰の耐震性につい

ての計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（島根 2号機は「床ドレン逆止弁」，6号機は「床ドレン

ライン浸水防止治具」と記載している。） 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（島根 2号機は「堰」，6号機は「水密扉付止水堰及び止

水堰」と記載している。） 

・設備構成の差異 

（6号機は「防水板」「防水壁」を設置していない。） 

（島根 2号機は「取水槽閉止板」を設置していない。） 

 

   

 

 

 

 

 

  

2. 耐震評価の基本方針 

耐震評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対

象施設を対象として，「3.1 荷重及び荷重の組合

せ」で示す基準地震動Ｓｓによる地震力と組み合わ

すべき他の荷重による組合せ荷重による応力又は

荷重（以下「応力等」という。）が，「3.2 許容限

界」で示す許容限界内にあることを，「4. 耐震評

価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用基準」

で示す適用規格を用いて確認する。 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機

2. 耐震評価の基本方針 

耐震評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対

象施設を対象として，「3.1 荷重及び荷重の組合せ」

で示す基準地震動Ｓｓによる地震力と組み合わすべ

き他の荷重による組合せ荷重による応力又は荷重（以

下「応力等」という。）が，「3.2 許容限界」で示す

許容限界内にあることを，「4. 耐震評価方法」に示

す評価方法を使用し，「5. 適用規格・基準等」で示

す適用規格を用いて確認する。 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能を維

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（「適用基準」を「適用規格・基準等」に修正。） 

 

 



 

3 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 

 

能を維持又は保持できる設計とすることを踏まえ，

水平２方向及び鉛直方向地震力を適切に組み合わ

せて実施する。影響評価方法は「4.4 水平２方向及

び鉛直方向地震力の考慮」に示す。 

持又は保持できる設計とすることを踏まえ，水平２方

向及び鉛直方向地震力を適切に組み合わせて実施す

る。影響評価方法は「4.4 水平２方向及び鉛直方向

地震力の考慮」に示す。 

 

 

 

   

 

 

2.1 評価対象施設 

評価対象施設は，耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防

護に係る施設（Ｖ-2-10-2「浸水防護の耐震性に関す

る説明書」で評価する浸水防護施設を除く。以下同

じ。）を対象とする。 

 

2.1 評価対象施設 

評価対象施設は，耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水

防護に係る施設（Ⅵ-2-10-2「浸水防護の耐震性に関

する説明書」で評価する浸水防護施設を除く。以下

同じ。）を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「通水扉」を設置していない。） 

  

 

2.1.1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器  

Ｖ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」にて溢水源と

なり得る流体を内包する機器のうち，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して溢水源として想定しな

い耐震性Ｂ，Ｃクラス機器を評価対象施設とする。 

評価対象施設のポンプ，熱交換器等，配管，弁及び

支持構造物の構造は，Ｖ-2-1-14「計算書作成の方

法」にて示す各構造を踏まえ，応答性状を適切に評

価することで適用する地震力に対して構造強度を

有する構造とする。 

 

2.1.1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器  

Ⅵ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」にて溢水源と

なり得る流体を内包する機器のうち，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して溢水源として想定しな

い耐震Ｂ，Ｃクラス機器を評価対象施設とする。 

評価対象施設のポンプ，熱交換器等，配管，弁及び

支持構造物の構造は，Ⅵ-2-1-14「計算書作成の方

法」にて示す各構造を踏まえ，応答性状を適切に評

価することで適用する地震力に対して構造強度を

有する構造とする。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（「耐震性」から「耐震」へ修正） 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異（6号機は 7号機と横並びを図った記載

としている。） 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 溢水防護に係る施設 

溢水防護に関する施設の構造計画を表 2－1，表

2－2，表 2－3に示す。 

 

 

 

 

2.1.2 溢水防護に係る施設 

溢水防護に関する施設の構造計画を表 2－1，表

2－2，表 2－3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－1 構造計画（漏えい検出器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－1 構造計画（漏えい検出器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

（機器配置，詳細構造の違いによる差異。） 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2 号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に漏えい検出器の構造計画を示していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－2 構造計画（復水器水室出入口弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－2 構造計画（復水器水室出入口弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

（機器配置，詳細構造の違いによる差異。） 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（機器配置，詳細構造の違いによる差異。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－3 構造計画（タービン補機冷却海水ポンプ吐出

弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2－3 構造計画（タービン補機冷却海水ポンプ吐出

弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2 号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針にタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁の構造計画

を示していない。） 

 

 

 

 

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

（機器配置，詳細構造の違いによる差異。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「燃料プール冷却系弁閉止システム」を設置

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2 号機では「循環水系隔離システム」で「循環水

ポンプ出口弁」と「復水器水室出入口弁」を閉止する設

計としているが，6 号機では「復水器水室出入口弁」の

み閉止する設計としているため「循環水ポンプ出口弁」

を本方針に記載していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（６号機では「被水防護カバー」を設置していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は「通水扉」を設置していない。） 

 

 

 

 

 



 

15 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   

  

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界  

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の耐

震評価に用いる荷重及び荷重の組合せを，「3.1 荷

重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「3.2 許容限

界」に示す。 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界  

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の耐

震評価に用いる荷重及び荷重の組合せを，「3.1 荷

重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「3.2 許容限

界」に示す。 

 

・差異なし 

   

   

 

   

    

 

  

    

 

  

    

  

    

  

    

  

    

 

 

 

 

 

3.1 荷重及び荷重の組合せ 

3.1.1 荷重の種類 

応力評価に用いる荷重は，溢水起因の荷重と

組合せない＊ため，以下の荷重を用いる。 

 

(1) 常時作用する荷重（Ｄ） 

死荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重と

する。 

(2) 内圧荷重（ＰＤ） 

内圧荷重は，当該設備に設計上定められた最高

使用圧力による荷重とする。 

(3) 機械的荷重（ＭＤ） 

当該設備に設計上定められた機械的荷重 

(4) 地震荷重（Ｓｓ） 

地震荷重は，基準地震動Ｓｓにより定まる地震

力とする。 

 

3.1 荷重及び荷重の組合せ 

3.1.1 荷重の種類 

応力評価に用いる荷重は，溢水起因の荷重と

組合せない＊ため，以下の荷重を用いる。 

 

(1) 常時作用する荷重（Ｄ） 

死荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重と

する。 

(2) 内圧荷重（ＰＤ） 

内圧荷重は，当該設備に設計上定められた最高

使用圧力による荷重とする。 

(3) 機械的荷重（ＭＤ） 

当該設備に設計上定められた機械的荷重 

(4) 地震荷重（Ｓｓ） 

地震荷重は，基準地震動Ｓｓにより定まる地震

力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6号機は 7号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施

設の耐震評価において「積雪荷重」，「風荷重」を受ける

設備がないため記載していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   

    

  

    

  

    

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物及び建物・構築

物」はない。） 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.1.2 荷重の組合せ 

荷重の組合せは，溢水起因の荷重と組合せない

＊ため，Ｖ-2-1-9「機能維持の基本方針」の「3.1 

構造強度上の制限」に示す機器・配管系の荷重の

組合せを踏まえて設定する。 

 

 

注記＊：地震起因により発生する溢水は，地震後

に作用するため，地震荷重と組合せない。なお，

Ｖ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」にて溢水源と

して設定する想定破損による溢水及び消火水の

放水による溢水の荷重は，地震起因による溢水と

重畳しない。 

3.1.2 荷重の組合せ 

荷重の組合せは，溢水起因の荷重と組合せない＊

ため，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」の「3.1 構

造強度上の制限」に示す機器・配管系の荷重の組合

せを踏まえて設定する。 

       

 

注記＊：地震起因により発生する溢水は，地震後に

作用するため，地震荷重と組合せない。なお，Ⅵ-

1-1-9-3「溢水評価条件の設定」にて溢水源として

設定する想定破損による溢水及び消火水の放水に

よる溢水の荷重は，地震起因による溢水と重畳し

ない。 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物及び建物・構築

物」はない。） 

 

 

 

   

   

 

3.2 許容限界 

3.2.1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の許容限界は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対する耐震性を有し，機器の

破損により溢水源とならない設計とするため，Ｖ-

2-1-9「機能維持の基本方針」に示している各機器

の許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を準用する。 

3.2 許容限界 

3.2.1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の許容限界は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対する耐震性を有し，機器の

破損により溢水源とならない設計とするため，Ⅵ-

2-1-9「機能維持の基本方針」に示している各機器

の許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を準用する。 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6号機は 7号機と横並びを図った記載としている。） 

 

   

  

3.2.2 溢水防護に係る施設 

溢水防護に係る施設の許容限界は，Ｖ-1-1-9-5

「溢水防護に関する施設の詳細設計」にて設定し

ている施設ごとの構造強度設計上の性能目標及び

設計方針を踏まえて，評価部位ごとに，地震時及び

地震後に機能維持が可能となるように設定する。 

溢水防護に係る施設ごとの許容限界の詳細は，各

3.2.2 溢水防護に係る施設 

溢水防護に係る施設の許容限界は，Ⅵ-1-1-9-5

「溢水防護に関する施設の詳細設計」にて設定し

ている施設ごとの構造強度設計上の性能目標及び

設計方針を踏まえて，評価部位ごとに，地震時及び

地震後に機能維持が可能となるように設定する。 

溢水防護に係る施設ごとの許容限界の詳細は，各

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

計算書で評価部位の損傷モードを踏まえ評価項目

を選定し定める。 

計算書で評価部位の損傷モードを踏まえ評価項目

を選定し定める。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 漏えい検出器 

漏えい検出器の許容限界は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し，地震後の循環水系配管及びタービ

ン補機冷却海水系配管の漏えいを検出する機能の

維持を考慮して，主要な構造部材が上記機能を維持

可能な構造強度を有する設計とするため，漏えい検

出器を固定する基礎ボルトは，「Ｖ-2-1-9 機能維

持の基本方針」に示している「その他の支持構造物」

の許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を準用する。 

評価部位ごとの許容限界を表 3－1 に示す。 

 

表 3－1 評価部位ごとの許容限界 

 

 

(2) 復水器水室出入口弁 

復水器水室出入口弁の許容限界は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対し，地震後の閉止する機能

の維持を考慮して弁本体及び弁を支持する管が上

記機能を維持可能な構造強度を有する設計とする

ため，Ｖ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示してい

る各機器の許容応力状態ⅢＡＳの許容限界を準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 漏えい検出器 

漏えい検出器の許容限界は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し，地震後の循環水系配管及びタービ

ン補機冷却海水系配管の漏えいを検出する機能の

維持を考慮して，主要な構造部材が上記機能を維持

可能な構造強度を有する設計とするため，漏えい検

出器を固定する基礎ボルトは，「Ⅵ-2-1-9 機能維

持の基本方針」に示している「その他の支持構造物」

の許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を準用する。 

評価部位ごとの許容限界を表 3－1 に示す。 

 

表 3－1 評価部位ごとの許容限界 

 

 

(2) 復水器水室出入口弁 

復水器水室出入口弁の許容限界は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対し，地震後の閉止する機能

の維持を考慮して弁本体及び弁を支持する管が上

記機能を維持可能な構造強度を有する設計とする

ため，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示してい

る各機器の許容応力状態ⅢＡＳの許容限界を準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2 号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に漏えい検出器を示していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

(「循環水系隔離システム」を使用する運転状態は，設

計基準事故に至るまでに想定される環境条件として， 

安全設計上想定される異常事態が生じている状態（運転

状態Ⅳ）ではなく，発電用原子炉施設の故障，誤作動そ

の他の異常により発電用原子炉の運転の停止が緊急に

必要とされる状態（運転状態Ⅲ）と捉える事ができるた

め，保守的に許容応力状態ⅢＡＳの許容限界を準用し

た。） 
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(3) タービン補機海水冷却ポンプ吐出弁 

タービン補機海水冷却ポンプ吐出弁の許容限界

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震後の

閉止する機能の維持を考慮して弁本体及び弁を支

持する管，支持構造物が上記機能を維持可能な構

造強度を有する設計とするため，Ｖ-2-1-9「機能維

持の基本方針」に示している各機器の許容応力状

態ⅢＡＳの許容限界を準用する。 

(3) タービン補機海水冷却ポンプ吐出弁 

タービン補機海水冷却ポンプ吐出弁の許容限界

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震後の

閉止する機能の維持を考慮して弁本体及び弁を支

持する管，支持構造物が上記機能を維持可能な構

造強度を有する設計とするため，Ⅵ-2-1-9「機能維

持の基本方針」に示している各機器の許容応力状

態ⅢＡＳの許容限界を準用する。 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「燃料プール冷却系弁閉止システム」を設置

していない。） 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（６号機では「被水防護カバー」を設置していない。） 
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【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「通水扉」を設置していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

4. 耐震評価方法 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の耐

震評価は，「4.1 地震応答解析」，「4.2 耐震評価」

及び「4.3 機能維持評価」に従って実施する。 

4. 耐震評価方法 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の耐

震評価は，「4.1 地震応答解析」，「4.2 耐震評価」

及び「4.3 機能維持評価」に従って実施する。 

 

・差異なし 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 地震応答解析 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析は，「4.1.1 

入力地震動」に示す入力地震動，「4.1.2 解析方法

及び解析モデル」に示す解析方法及び「4.1.3 設計

用減衰定数」に示す減衰定数を用いて実施する。 

図 4－1 に耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析の

手順を示す。 

 

4.1 地震応答解析 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析は，「4.1.1 

入力地震動」に示す入力地震動，「4.1.2 解析方法

及び解析モデル」に示す解析方法及び「4.1.3 設計

用減衰定数」に示す減衰定数を用いて実施する。 

 

図 4－1 に耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析の

手順を示す。 

 

 

・差異なし 
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図 4－1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析の手順 

 

 

 

 

図 4－1 耐震Ｂ，Ｃクラス機器の地震応答解析の手順 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6 号機は 7 号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

   

 

4.1.1 入力地震動 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設

の地震応答解析に用いる入力地震動は，Ｖ-2-1-7

「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定す

る。 

 

4.1.1 入力地震動 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設

の地震応答解析に用いる入力地震動は，Ⅵ-2-1-7

「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定す

る。 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（島根 2 号機は「設計用床応答スペクトル」，「6 号機は

設計用床応答曲線」と記載している。以下同様。） 

・設備構成の差異 

（6 号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 
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4.1.2 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性及び適用限界を考慮のう

え，適切な解析法を選定するとともに，解析条件と

して考慮すべき減衰定数，剛性等，各種物性値は，

適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき

設定する。 

 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考

慮して，代表的な振動モードを適切に表現できる

よう１質点系，多質点系モデル等に置換し，定式化

された評価式を用いた解析法（一般機器等）又は，

設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の設計

用最大床加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作

用させて地震力を算出する。 

配管系については，多質点系モデルに置換し，設

計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法により応答を求める。 

なお，動的解析に用いる地震力は材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

 

(1) 解析方法 

・定式化された評価式を用いた解析法（一般機器

等） 

・スペクトルモーダル解析法 

 

(2) 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示

す。耐震評価に用いる寸法は，公称値を使用する。 

a. 一般機器 

ポンプ，熱交換器等の一般の機器は，機器本

体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮し，

4.1.2 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性及び適用限界を考慮のう

え，適切な解析法を選定するとともに，解析条件と

して考慮すべき減衰定数，剛性等，各種物性値は，

適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき

設定する。 

 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考

慮して，代表的な振動モードを適切に表現できる

よう１質点系，多質点系モデル等に置換し，定式化

された評価式を用いた解析法（一般機器等）又は，

設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の設計

用最大床加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作

用させて地震力を算出する。 

配管系については，多質点系モデルに置換し，設

計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法により応答を求める。 

なお，動的解析に用いる地震力は材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

 

(1) 解析方法 

・定式化された評価式を用いた解析法（一般機器

等） 

・スペクトルモーダル解析法 

 

(2) 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示

す。耐震評価に用いる寸法は，公称値を使用する。 

a. 一般機器 

ポンプ，熱交換器等の一般の機器は，機器本

体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮し，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（島根 2号機は「最大応答加速度」，「6号機は設計用最

大床加速度と記載している。） 
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原則として重心位置に質量を集中させた１質

点系にモデル化する。 

 

b. 配管 

配管は３次元多質点はりモデルに置換する。 

 

原則として重心位置に質量を集中させた１質

点系にモデル化する。 

 

b. 配管 

配管は３次元多質点はりモデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「建物・構築物」はない。） 
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4.1.3 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，Ｖ2-1-6「地

震応答解析の基本方針」に設定している，ＪＥＡＧ

４６０１－1991 追補版に記載されている減衰定

数又は試験等で妥当性が確認された値を用いる｡

具体的には表 4－1 に示す値を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

表 4－1 減衰定数 

(1) 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，Ⅵ-2-1-6「地

震応答解析の基本方針」に設定している，ＪＥＡＧ

４６０１－1991 追補版に記載されている減衰定

数又は試験等で妥当性が確認された値を用いる｡

具体的には表 4－1 に示す値を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

表 4－1 減衰定数 

(1) 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6 号機は 7 号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6 号機は 7 号機と横並びを図った記載としている。） 
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(2) 配管系の減衰定数 

 

(2) 配管系の減衰定数 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6 号機は 7 号機と横並びを図った記載としている。） 

   

 

 

 

 

 

4.2 耐震評価 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の

耐震評価は，「3.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示

す荷重の組合せに対して，「4.1 地震応答解析」で

示した地震応答解析により発生応力を算出し，「3.2 

許容限界」にて設定している許容限界内にあること

を確認する。評価手法は，定式化された評価式を用

いた解析法又はスペクトルモーダル解析法により，

ＪＥＡＧ４６０１－1987 に基づき実施することを

基本とする。 

 

4.2 耐震評価 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設の

耐震評価は，「3.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示

す荷重の組合せに対して，「4.1 地震応答解析」で

示した地震応答解析により発生応力を算出し，「3.2 

許容限界」にて設定している許容限界内にあること

を確認する。評価手法は，定式化された評価式を用

いた解析法又はスペクトルモーダル解析法により，

ＪＥＡＧ４６０１－1987 に基づき実施することを

基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6 号機は 7 号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6 号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 

 



 

25 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2.1 耐震評価方法 

Ｖ-2-別添 2-2「溢水源としない耐震Ｂ,Ｃクラス

機器の耐震計算書」，Ｖ-2-別添 2-4「循環水系隔

離システムの耐震計算書」，Ｖ-2-別添 2-5「復水

器水室出入口弁の耐震性についての計算書」，Ｖ-

2-別添 2-6「タービン補機冷却海水系隔離システム

の耐震計算書」及びＶ-2-別添 2-7「タービン補機

冷却海水ポンプ吐出弁の耐震性についての計算

書」の評価方法について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 耐震Ｂ，Ｃクラス機器 

評価対象の耐震Ｂ，Ｃクラス機器については，Ｖ

-2-1-14「計算書作成の方法」にて示す評価方法及

び原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６

０１－1987（日本電気協会）に準拠した，評価方法

により評価を行う。 

なお，評価式が示されない機器については，原子力

発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－

1987（日本電気協会）に準拠した評価方法及び機械

工学便覧に示される一般式を用いた評価を行う。 

 

 

(2) 漏えい検出器 

評価対象の漏えい検出器については，Ｖ-2-1-14

「計算書作成の方法 添付資料-8 計器スタンシ

ョンの耐震性についての計算書作成の基本方針」

にて示す評価方法に基づき評価を行う。 

 

4.2.1 耐震評価方法 

Ⅵ-2-別添 2-2「溢水源としない耐震Ｂ,Ｃクラス

機器の耐震性についての計算書」，Ⅵ-2-別添 2-4

「循環水系隔離システムの耐震性についての計算

書」，Ⅵ-2-別添 2-5「復水器水室出入口弁の耐震

性についての計算書」，Ⅵ-2-別添 2-6「タービン

補機冷却海水系隔離システムの耐震性についての

計算書」及びⅥ-2-別添 2-7「タービン補機冷却海

水ポンプ吐出弁の耐震性についての計算書」の評

価方法について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 耐震Ｂ，Ｃクラス機器 

評価対象の耐震Ｂ，Ｃクラス機器については，Ⅵ

-2-1-14「計算書作成の方法」にて示す評価方法及

び原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６

０１－1987（日本電気協会）に準拠した，評価方法

により評価を行う。 

なお，評価式が示されない機器については，原子力

発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－

1987（日本電気協会）に準拠した評価方法及び機械

工学便覧に示される一般式を用いた評価を行う。 

 

 

(2) 漏えい検出器 

評価対象の漏えい検出器については，Ⅵ-2-1-14

「計算書作成の方法 添付資料-8 計器スタンシ

ョンの耐震性についての計算書作成の基本方針」

にて示す評価方法に基づき評価を行う。 

 

 

 

・記載の適正化（参照文書名反映。） 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「循環水系隔離システム」で「循環水

ポンプ出口弁」と「復水器水室出入口弁」を閉止する設

計としているが，6号機では「復水器水室出入口弁」の

み閉止する設計としているため「循環水ポンプ出口弁」

を本方針に記載していない。） 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

（6号機は「大型タンク隔離システム」，「燃料プール冷

却系弁閉止システム」，「被水防護カバー」，「通水扉」を

設置していない。） 

 

 

 

【島根との差異】 

・表現上の差異 

（6号機は 7号機と横並びを図った記載としている。） 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物」はない。） 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に漏えい検出器を示していない。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

    

 

(3) 復水器水室出入口弁，タービン補機冷却海水ポ 

ンプ吐出弁 

評価対象の復水器水室出入口弁及びタービン補

機冷却海水ポンプ吐出弁については，Ｖ-2-1-14

「計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性に

ついての計算書作成の基本方針」にて示す評価方

法に基づき評価を行う。 

 

(3) 復水器水室出入口弁，タービン補機冷却海水ポ 

ンプ吐出弁 

評価対象の復水器水室出入口弁及びタービン補

機冷却海水ポンプ吐出弁については，Ⅵ-2-1-14

「計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性に

ついての計算書作成の基本方針」にて示す評価方

法に基づき評価を行う。 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「大型タンク隔離システム」，「燃料プール冷

却系弁閉止システム」，を設置していない。） 

（島根 2号機では「循環水系隔離システム」で「循環水

ポンプ出口弁」と「復水器水室出入口弁」を閉止する設

計としているが，6号機では「復水器水室出入口弁」の

み閉止する設計としているため「循環水ポンプ出口弁」

を本方針に記載していない。） 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「被水防護カバー」，「通水扉」を設置してい

ない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   

   

  

 

4.3 機能維持評価 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の溢水防護設計上の構造強

度に係る機能維持の方針は，Ｖ-2-1-9「機能維持の

基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」を準用する。 

溢水防護に係る施設の溢水防護設計上の構造強

度に係る機能維持の動的機能の維持，電気的機能の

維持及び止水性の維持に係る耐震計算の方針は，Ｖ

-2-1-9「機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上

の制限」，「4.1 動的機能維持」及び「4.2 電気

的機能維持」を準用する。 

4.3 機能維持評価 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の溢水防護設計上の構造強

度に係る機能維持の方針は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の

基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」を準用する。 

溢水防護に係る施設の溢水防護設計上の構造強

度に係る機能維持の動的機能の維持，電気的機能の

維持及び止水性の維持に係る耐震計算の方針は，Ⅵ

-2-1-9「機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上

の制限」，「4.1 動的機能維持」及び「4.2 電気

的機能維持」を準用する。 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】  

・設備構成の差異 

（6号機は「漏えい検出器」について電気的機能の維持

を要求している。） 

 

   

  

 

 

   

  

 

4.3.1 動的機能の維持 

地震後に動的機能が要求される機器について

は，Ｖ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」のうちＶ-1-1-9-5「溢水防護に関す

る施設の詳細設計」にて設定している設備ごとの

耐震設計上の性能目標を踏まえ，Ｖ-2-1-7「設計

用床応答曲線の作成方針」に基づき設定した機能

維持評価用加速度が，機能確認済加速度以下であ

ることにより確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 復水器水室出入口弁 

復水器水室出入口弁は，地震後においても，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，機能維持評価

用加速度が機能確認済加速度以下であることを確

認する。 

機能確認済加速度には，同型式の弁の加振試験

において，動的機能の健全性を確認した弁の加速

度を適用する。 

4.3.1 動的機能の維持 

地震後に動的機能が要求される機器について

は，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関す

る説明書」のうちⅥ-1-1-9-5「溢水防護に関する施

設の詳細設計」にて設定している設備ごとの耐震

設計上の性能目標を踏まえ，Ⅵ-2-1-7「設計用床応

答曲線の作成方針」に基づき設定した機能維持評

価用加速度が，機能確認済加速度以下であること

により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 復水器水室出入口弁 

復水器水室出入口弁は，地震後においても，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，機能維持評価用

加速度が機能確認済加速度以下であることを確認

する。 

機能確認済加速度には，同型式の弁の加振試験に

おいて，動的機能の健全性を確認した弁の加速度を

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以

下であり詳細評価を実施していない。） 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「通水扉」を設置していない。） 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「循環水系隔離システム」で「循環水

ポンプ出口弁」と「復水器水室出入口弁」を閉止する設

計としているが，6号機では「復水器水室出入口弁」の

み閉止する設計としているため「循環水ポンプ出口弁」

を本方針に記載していない。） 
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島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

   

  

 

 

(2) タービン補機冷却海水ポンプ吐出弁 

タービン補機冷却海水ポンプ吐出弁は，地震後に

おいても，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下で

あることを確認する。 

機能確認済加速度には，同型式の弁の加振試験に

おいて，動的機能の健全性を確認した弁の加速度を

適用する。 

 

(2) タービン補機冷却海水ポンプ吐出弁 

タービン補機冷却海水ポンプ吐出弁は，地震後にお

いても，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，機能

維持評価用加速度が機能確認済加速度以下であるこ

とを確認する。 

機能確認済加速度には，同型式の弁の加振試験にお

いて，動的機能の健全性を確認した弁の加速度を適用

する。 

 

【島根との差異】 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に示していない。） 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「大型タンク隔離システム」を設置していな

い。） 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は「燃料プール冷却系弁閉止システム」を設置

していない。） 

 

 

 

 

 4.3.2 電気的機能の維持 

地震後に電気的機能が要求される機器につい

ては，Ｖ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に

関する説明書」のうちＶ-1-1-9-5「溢水防護に関

する施設の詳細設計」にて設定している設備ごと

の耐震設計上の性能目標を踏まえ，Ｖ-2-1-7「設

計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定した評

価用加速度が，機能確認済加速度以下であること

により確認する。 

 

4.3.2 電気的機能の維持 

地震後に電気的機能が要求される機器について

は，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関す

る説明書」のうちⅥ-1-1-9-5「溢水防護に関する施

設の詳細設計」にて設定している設備ごとの耐震

設計上の性能目標を踏まえ，Ⅵ-2-1-7「設計用床応

答曲線の作成方針」に基づき設定した評価用加速

度が，機能確認済加速度以下であることにより確

認する。 

 

 

【島根との差異】  

・設備構成の差異 

（6号機は「漏えい検出器」について電気的機能の維持

を要求している。） 
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緑字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と島根原子力発電所第 2 号機との差異 

□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

(1) 漏えい検出器 

漏えい検出器は，地震後においても，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，設計用最大応答加速度

から求めた評価用加速度が機能確認済加速度以下

であることを確認する。 

機能確認済加速度には，同型式の検出器の正弦波

加振試験において，電気的機能の健全性を確認した

検出器の加速度を適用する。 

(1) 漏えい検出器 

漏えい検出器は，地震後においても，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，設計用最大応答加速度

から求めた評価用加速度が機能確認済加速度以下

であることを確認する。 

機能確認済加速度には，同型式の検出器の正弦波

加振試験において，電気的機能の健全性を確認した

検出器の加速度を適用する。 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（島根 2号機では「タービン補機海水系隔離システム」

を耐津波設計に係る工認審査ガイド上の浸水防止設備

と整理しているため，溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針に漏えい検出器を示していない。） 

 

   

 

  

  

 

 

4.4 水平２方向及び鉛直方向地震力の考慮 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設に

ついては，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐

震性を有することを確認している。 

今回，新たに水平２方向及び鉛直方向の組合せに

よる耐震設計に係る技術基準が制定されたことか

ら，これら設備についても水平２方向及び鉛直方向

の組合せによる影響を評価する。 

影響評価については，Ⅴ-2-1-8「水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の

「4.2 機器・配管系」の評価方針及び評価方法に基

づき行う。 

 

4.4 水平２方向及び鉛直方向地震力の考慮 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護に係る施設に

ついては，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐

震性を有することを確認している。 

今回，新たに水平２方向及び鉛直方向の組合せに

よる耐震設計に係る技術基準が制定されたことか

ら，これら設備についても水平２方向及び鉛直方向

の組合せによる影響を評価する。 

影響評価については，Ⅵ-2-1-8「水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の

「4.2 機器・配管系」の評価方針及び評価方法に基

づき行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】 

・設備構成の差異 

（6号機は評価対象施設に「土木構造物及び建物・構築

物」はない。） 

 

    

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

5. 適用基準 

適用する規格，指針等を以下に示す。 

(1) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１－1987（日本電気協会） 

(2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分

類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984（日

本電気協会） 

(3) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１－1991 追補版（日本電気協会） 

(4) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005

年版(2007 年追補版を含む))ＪＳＭＥ ＳＮＣ１

－2005/2007 (日本機械学会) 

5.  適用規格・基準等 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

(1) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１－1987（日本電気協会） 

(2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分

類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 

（日本電気協会） 

(3) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１－1991 追補版（日本電気協会） 

(4) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005

年版(2007 年追補版を含む))ＪＳＭＥ ＳＮＣ１

－2005/2007 (日本機械学会) 

・記載の適正化 

（「適用基準」を「適用規格・基準等」に，「指針」を「基

準」に修正。） 
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□□：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

  

   

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

(5) 機械工学便覧 基礎編 α2（日本機械学会） 

(6) 機械工学便覧 基礎編 α3（日本機械学会） 

 

 

  (5) 機械工学便覧（（社）日本機械学会） 

 

 

・記載の適正化 

（記載をまとめ） 

 

【島根との差異】 

・参照規格・基準等の差異 

 

   




